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富 市が 指す 

未来の 

地区まち づく り  
 あり たい地域コ ミ ュ ニティ 像  

 

富 市は平成 23 年度に策定し た「 富 市まちづく り 活動推進計画」 をさ ら にパワーアッ プ

さ せ、 令和 4 年度から の地区まちづく り を進めていく 指針と し て、「 新・ 富 市まちづく り 活 
動推進計画」 を策定し まし た。 今回は、 計画の概要をご紹介し ます。  
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ま ち づく り 協議会が

活 動 資  を  み 出

し 、 活動が活性化し

ています。  

地区の資源を 活  し た 事

業に多く の住 が参加し 、

地区への誇り や地域への

愛着が育まれています。  

課題解決に向けて 情

報交換や協 する し

く みができています。 

ICT を活 し た情報共有に

よ っ て 地区の実情に合っ

た 活動がで き て い る か確

認でき ています。  

デジ タ ル化によ っ て

多様な 活動参加が可

能になっ ています。  

第１ 章 新・ 富士市まちづく り 活動推進計画と は 

 

第２ 章 まちづく り 活動推進に向けた課題 

 

第３ 章 計画の基本指針と 目標像 

 

第４ 章 方針と 施策 

 

第５ 章 計画推進について 

 

用語解説 

参考資料 

計画の構成  次  富士市における 地区まち づく り のあゆみやそれを

推進する まちづく り 組織、 計画の位置付けなどに

ついて説明し ています。  

こ れから の地区まち づく り を 進める う えで考慮

すべき データ や住民の意識、 こ れまでの計画の

実施状況などを まと めています。  

こ の計画の目標を 示し ています。  

計画の進め方に

つ い て 説明し て

います。  

実施 程表 

当てはまる SDGs アイ コ ンがついています。  

計画の中で 使われて いる 言

葉の意味を解説し ています。  

計画の背景と なっ たデータ な

どの資料を まと めてあり ます。 

施策ごと に事業の進め方やスケジュ ールを 整理し ています。 

 針と 個別施策 方針ごと に施策の内容を 説明し ています。  

こ の計画は、 まち づく り 協議会と  政がまちづく り のパート ナーと し て、 適切な役割分担によ り 地

域の課題を 解決し ていく ために必要な考えや 法を まと めたも のです。 年度が始まる時、 担当する が代わっ た時など、 折に触れて計画を 読み合い、 内容を 確かめながら  分に活 し てく ださ い。 

SDGs アイコ ン 

施策アイ コ ン 

個別施策にはその事業の性質を 表す

アイ コ ンがついています。  

支援 

協働 

行政 

…行政から の支援事業 

…地区と 行政の協働事業 

…行政内の業務改善事業 

＊SDGs と は…国連サミ ッ ト で採択さ れた 2030 年ま

でに持続可能でより よ い世界を目指す 17 の国際目標 

事業を 始める 時、 当てはまり そう な項 
を 探し 、 どのよ う な視点で企画し たら よ

いか、 どのよ う なこ と を  えばよ いか確

認し てみてく ださ い。 また、 活動が終わ

っ た時は 標への到達度を 確認する など

し て活動のより どこ ろ にし てく ださ い。  

計画では、 こ の姿を 実現するために  なっ ていく  標像と 施策を まと めています。 次のページへ 

将来の成 に向けた

資源の適切な 配分が

われています。  

 発的に  活様式の変

化に応じ た活動の 直

し が われています。  

ま ち づく り  動計画に照ら し 合わ

せ、優先すべき 課題を  つけ、解決

に向けた事業予算を作っ ています。 

地区の魅 が向上し 、 地区

への関 が喚起さ れ地域愛

の育成が図ら れています。  

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/


 

社会情勢の変化に柔軟に対応でき る、  腰の強い、

将来に渡っ て持続可能な地域コ ミ ュ ニティ づく り  

(2)地区住 と  政の協働で牽引する

富 市の地区まち づく り  

( 3 )  政内の体 制整備  (1) 包括的な 施策展開によ る  強い

地区まち づく り 活動の推進 

総合的な施策 

個別施策を 横断する 

課題解決に対応でき る 体制づく り  

地区まちづく り 活動への財政的 援 

時代を担う  材育成 

ま ち づく り 活動の推進に

必要な情報の提供 

事務局機能の充実 

 律的な地域コ ミ ュ ニティ の形成 

柔軟な運 ・ 裁量と  由度の拡  

 が育つ活動 援 

情報活  向上 

総務・ 企画・ 広報機能

の充実 

  

  

  

  

  

課題 

各地区まち づく り 協議会の主体的な活動に

よる  律的な地域コ ミ ュ ニティ の形成 

まち づく り 活

動の情報共有 

まち づく り 協

議会の強化と

庁内推進体制

の整備 

地区内、 行政内で情報共有

でき る 仕組みを 構築し 、 そ

の情報に基づき 目標達成に

向けた活動を行っ ている 

目指す目標像を 見据え、 自

ら 課題解決に向けた事業を

実施し ている 

目標達成（ 目的）に必要な活

動予算を 適切に配分する と

と も に、 地区自ら が新たな

活動資金を 獲得でき る 

多様な立場にある 住民がま

ち づく り 活動に参画する 仕

組みがあり 、 それぞれの立

場から 意見を述べら れる 

総務・ 企画・ 広報の事務局機

能を 強化し 、 行政と の協働

等によ る 目標達成に向けた

活動を 行っ ている 

課題解決力の

向上 

運営資金力の

向上 

多様な立場に

ある 住民の参

画促進 

1） 地区住 主体のまちづく り センタ ー運営 

2） まちづく り 活動の事業化推進 

3） 情報プラ ッ ト ホームづく り  

1） 地区住 と  政がと も に考え・ 学ぶプラ ッ ト

ホームづく り  
2） 地区間の連携  3） 外部連携の推進 

4） 市内外への情報発信 

1） 全庁的な情報共有の体制の整備 

2） 地区 援体制の強化 

針  個別施策 

目標像 

目標 

基本

指針 

1） 会計管理の強化に向けた  援 

2） 地域コ ミ ュ ニティ の実情に即し た活動の推進に向

けた財政 援の充実 

3） 活動の充実に向けた幅広い活動資 獲得への 援 

1） 地区の課題解決 強化に向けた  援 

2） 円滑な組織運営に向けた  援 

3） 多様な  場の 々の参画促進 

4） 市職員の地区まちづく り 活動への参画促進 

1） まちづく り 活動の参考と なる情報の提供 

2） 地区内の課題把握に向けた  援 

3） まちづく り 活動の情報発信強化に向けた  援 

4） 地区間の情報共有の促進 

5） 市内外への発信 

6） まちづく り 活動に関する庁内情報共有体制の整備 

1） 地区の状況に対応し た運営 向上への 援 

2） 地区の課題解決に向けた計画的な事業実施と 評価

の 援 

3） 地区の拠点の環境整備推進 

4） 庁内調整連携体制の整備 

1）  律的な地区運営の機能強化に向けた  援 

2） 地区まちづく り 活動の情報共有体制の拡充 

第４ 章  針と 施策 

のあら まし  

・ さ まざまな  材がまちづく り 活動に参画できる

よう な参画機会の提供、 市職員の参画促進 

・ 地区課題解決 強化に向けた  援を通じ て、 活

動の拡充に必要な新たな  材の参画機会創出 

・ 会計管理の強化に向けた  援 

・ 地区の実情に即し た活動の推

進に向けた財政 援の充実 

・  律的な地区運営の機能強化

に向けた  援 

・ まちづく り 活動の情報共有体

制の拡充 

・ まちづく り 協議会が円滑で効果的に課題解決し

ていく ために必要な情報提供、 活  援 
 

・ まちづく り 協議会と  政双 が情報を 迅速に共

有できるよう な庁内体制の検討 

・ 総務・ 企画・ 広報部 の機能強化への 援 

・ 運営の合理化促進への庁内推進体制整備 

・ まちづく り センタ ーの整備 

理想と する未来から

「 今必要なこ と 」 を 

まと めたんだコ ブ 

計画期間： 令和４ （ 2 0 2 2 ） 年から 令和 8 （ 2 0 2 6 ） 年 

（ 今必要なこ と ）  
（ 理想と する未来）  


